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2018/19査定年度以降、一定の例外を除き、納税者は、HKFRS第9号ま
たはそれに相当する基準に従って財務諸表を作成する場合、当該財務諸
表に反映されている損益に基づく税務査定を選択することができます。言
い換えれば、いったん選択すると、認識された会計上の損益は、実現又は
未実現かどうかにかかわらず、オンショアで収益的取引である場合、原則
益金または損金算入の対象となります。

このアラートは、政府が立法過程において、新法における特定の規定に対
する解釈を説明します。

今回の政府解釈にもかかわらず、新法の条項は複雑ですので、新法に基
づく公正価値会計処理への選択に対する税務上の取扱いについて、ご相
談を希望される場合、税務専門家にご連絡ください。

香港が、金融商品の税務上の取扱いを
HKFRS第9号に基づく公正価値会計処理に
一致させる法案を可決
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新法の特定条項が明確化
新法の立法過程において、いくつかの専門団体およ
び企業団体が立法議会の法案委員会に、法案審議
のための意見書を提出しました。

これらの意見書で提起された懸念、およびそれに対す
る政府の回答を以下で説明します。

セクション18K(3)～(5)とセクション16(1)(d)の相互
関係

新法で導入されたIROのセクション18K（3）～（5）で、
香港において貸金業の通常の事業過程で生じた貸出
金および営業債権（以前に、事業収益として認識され
たもの）について、HKFRS第9号に基づいて予想信用
損失（以下「ECL」）として認識された減損損失は損金
算入を認めることを規定しています。ただし、当該金
融資産は信用減損していなければなりません。

ECL形式の金融資産の減損損失は、本質的には不良
債権引当金であり、その損金算入の可否はIROのセ
クション16（1）（d）に含まれている既存の規定にも準
拠することになります。

そのため、一部の提言において、セクション18K（3）
～（5）に含まれる新たな規定が、どのようにIROのセ
クション16（1）（d）における既存規定と相互に関係す
るのかについての解釈を政府に求めました。

政府は、セクション18K（3）～（5）はIROのセクション
16（1）（d）に記載されている条件に影響を受けず、独
立した規定であると回答しました。とはいえ、政府はま
た、そのような金融資産がHKFRS第9号に基づき信用
減損しているとみなされる場合、セクション18K（3）～
（5）に基づいて認識され、損金算入されるECLは、セ
クション16条（1）（d）に基づく損金算入の対象にもな
る可能性が極めて高いとの見解も示しました。

売買目的で取得した金融商品に関する信用減損ECL
の損金算入

売買目的でセカンダリー市場で購入した金融商品（債
券など）は、必ずしも香港において貸金業の通常の事
業過程で生じた貸出金および営業債権とみなされる
わけではありませんし、以前事業収益として認識され
ていた営業債権とみなすことができるわけでもありま
せん。

したがって、いくつかの提言では、HKFRS第9号に基
づいて、その他の包括利益（FVOCI）を通じた公正価
値または償却原価で評価される金融商品に係る信用
減損したECLは、売却または実現されるまで、損失と
して損金算入が認められないという、セクション18K
（3）～（5）の条項に対する懸念が提示されました。

政府は、償却原価またはFVOCIで評価された、信用
減損している金融商品のECLは、関連する金融商品
が売買目的で取得されたものと税務査定官に証明さ
れることを前提に損金算入が認められると回答しまし
た。

新法
法案が若干の修正を経て、立法議会における第三回
の審議で可決された結果、3月1日（金曜日）に正式に
法律となる（以下「新法」）予定です。

多くの金融商品は、香港財務報告基準第9号（HKFRS
第9号）に基づき公正価値ベースで会計処理すること
が求められます。当該会計処理の基礎には、金融商
品に関する損益認識が含まれ、税務目的では未実現
または見込とみなされます。

2013年11月の最終法院のNice Cheer1 案件に対す
る判決で判示した通り、未実現損益は課税または損金
算入の対象となりません。よって、納税者がHKFRS第
9号に基づいて財務諸表を作成する場合、税務申告を
行う際において税務調整を行わなければなりません。

Nice Cheer 案件の判決にかかわらず、多くの納税者
は、公正価値ベースで申告することを希望しています。
そうすることで、納税者は税務申告目的で取引を実現
ベースで追跡する手間を省くことを期待しています。

内国歳入庁（以下「IRD」）は、納税者の要求に応える
臨時措置として、2013/14年度以降納税者による公
正価値基準での申告を受け入れています。

より明確な方向性を提示するため、当該臨時措置を内
国歳入法（以下「IRO」）に成文化する新法が可決され
ました。

原法案に対する1点の微修正
法案委員会による若干の修正（以下、「改正案」）を除
き、法案は、さらなる修正を経ず、ほぼ原法案のまま可
決されました。

原法案では、HKFRS第9号、またはそれに該当する国
際財務報告基準（すなわちIFRS第9号）に基づいて作
成された財務諸表のみが、新法の適用範囲になりまし
た。これにより、内国歳入庁長官の意見において、新
法の適用範囲は海外でIFRS第9号と同等の基準に基
づいて作成された財務諸表に拡大されることになりま
す。

原法案における条項の詳細については、2018年11
月15日に発行した弊事務所のタックスアラートをご参
照ください。

このアラートは、政府が立法過程において、新法にお
ける特定の規定に対する解釈を中心に説明します。

1 Nice Cheer Investment Limited v CIR FACV
23/2012
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政府は、回答の中で、上記の状況において売買目的
でセカンダリー市場より金融商品を取得した納税者は、
ある意味で香港において貸金業の通常の事業過程で
生じた貸出金および営業債権とみなされる可能性があ
ると考えています。そのため、セクション18K（3）～（5）
で定められている関連条件が満たされているかが考慮
されます。

通常の事業過程での売却以外による信用減損貸出金
の移管

IROのセクション18K（6）～（8）は、金融機関の保有す
る信用減損貸出金が、 ECLに関する損失引当金ととも
に、譲渡人の通常の事業過程における売却以外で移
転され、かつ過去に譲渡人に対してECLに関して損金
算入が認められていた場合に関する、税務上の取扱
いについて規定しています。

これらの規定は下記の場合について明記しています：
（i）譲渡人と譲受人が当該移転日に、香港で貸金事業
を運営している場合、過去に譲渡人に対して認められ
ていた損金算入は譲受人に対しても認められたものと
して扱われます（これにより、譲受人による事後のECL
の回収は明示的に課税対象となります）；および、（ii）
それ以外の場合においては、過去に損金算入が認め
られた金額は、譲渡人の事業収益とみなされます（こ
れにより、以前に譲渡人に対して認められた損金算入
はクローバックされます）。

数多くの提言において、上記（ii）で想定された状況に
ついて、譲渡人に対して過去に認められたECLの損金
算入のクローバックの理由について、政府による説明
を求めました。

政府の回答では、セクション18K（6）～（8）は、信用減
損している貸出金が売却された場合には適用されない
ことを明確にしました。これは、当該状況においては、
貸出金は通常、ECLの損失引当金とともには移転され
ないためです。

一方、セクション18K（6）～（8）は主に、企業結合会計
に基づいて信用減損している貸出金が、ECLの損失引
当金とともに結合企業に移転される場合にのみ適用さ
れます。

政府は、当該結合企業による事後のECLの回収が通
常、香港で課税対象とならないため、譲渡人に対して
過去に認められたECLの損金算入のクローバックが正
当であると考えています。

上述の政府による解釈にもかかわらず、新法の条項
は複雑ですので、新法に基づく公正価値会計処理へ
の選択に対する税務上の取扱いについて、ご相談を
希望される場合、税務専門家にご連絡ください。
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